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は
じ
め
に

昭
和
の
時
代
が
終
わ
り
平
成
の
時
代
に
入
る
頃
か
ら
、
日
本
の
民
事
法
の
世
界
は
大
き
く
変
わ
っ
た
。
法
律
の
改
正
ラ
ッ
シ
ュ
で
あ
る
。

民
事
手
続
法
の
領
域
だ
け
を
取
り
上
げ
て
も
、
平
成
元
年
の
民
事
保
全
法
、
平
成
八
年
の
民
事
訴
訟
法
、
平
成
二
年
の
民
事
再
生
法
、

平
成
一
四
年
の
会
社
更
生
法
、
平
成
一
五
年
の
人
事
訴
訟
法
、
民
事
執
行
法
、
仲
裁
法
、
平
成
一
六
年
の
破
産
法
と
続
い
た
。
昭
和
五
四

年
に
い
ち
早
く
改
正
さ
れ
て
い
た
民
事
執
行
法
は
部
分
的
な
改
正
に
と
ど
ま
る
が
、
そ
れ
以
外
は
、
全
て
全
面
改
正
な
い
し
新
法
制
定
で

破
産
法
一
四
八
条
三
項
に
つ
い
て

破
産
法
一
四
八
条
三
項
に
つ

あ
る
。

は
じ
め
に

こ
れ
ま
で
の
議
論
の
整
理

問
題
の
検
討

い

て

栗
田

七
六

、－〆

隆



関
法
第
五
八
巻
五
号
二
（
七
六
四
）

破
産
法
の
改
正
に
お
い
て
は
、
現
代
の
需
要
に
応
ず
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
様
々
な
新
設
規
定
が
設
け
ら
れ
る
と
共
に
、
大
正
一
一

年
の
破
産
法
で
設
け
ら
れ
た
規
定
の
中
で
社
会
の
需
要
に
合
致
し
な
い
と
判
断
さ
れ
た
規
定
は
削
除
さ
れ
た
。
印
象
的
な
例
を
挙
げ
れ
ば
、

賃
貸
人
が
破
産
し
た
場
合
に
、
破
産
宣
告
前
に
お
け
る
賃
料
の
事
前
処
分
の
効
力
を
破
産
手
続
と
の
関
係
で
制
限
し
て
い
た
旧
六
三
条
一

（
１
）

項
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
債
権
の
流
動
化
と
い
う
経
済
界
か
ら
の
要
請
に
よ
り
削
除
さ
れ
た
。
旧
法
に
あ
っ
た
規
定
の
う
ち
で
、
ど
の
よ
う

な
経
済
的
需
要
に
応
え
る
た
め
に
ど
の
よ
う
の
場
合
に
ど
の
よ
う
に
適
用
す
る
の
か
が
明
瞭
で
な
い
規
定
も
、
も
ち
ろ
ん
削
除
さ
れ
た
。

し
か
し
、
旧
法
下
に
お
い
て
、
規
定
の
趣
旨
と
適
用
が
必
ず
し
も
明
確
に
さ
れ
て
い
た
と
は
言
え
な
い
規
定
で
、
現
行
法
に
そ
の
ま
ま

（
２
）

引
き
継
が
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
そ
れ
が
、
本
稿
で
取
り
上
げ
る
現
行
破
産
法
一
四
八
条
三
項
（
旧
破
産
法
五
二
条
）
で
あ
る
。
最
近

（
３
）

に
な
っ
て
、
松
下
淳
一
教
授
に
よ
り
周
到
な
議
論
が
な
さ
れ
、
そ
の
趣
旨
と
適
用
が
明
確
に
な
っ
て
き
た
規
定
で
あ
る
。

ま
ず
は
、
一
四
八
条
三
項
の
適
用
さ
れ
る
場
面
を
簡
単
に
説
明
し
て
お
こ
う
。
双
務
契
約
の
当
事
者
の
一
方
が
破
産
手
続
開
始
決
定
を

受
け
た
場
合
に
、
開
始
決
定
当
時
に
お
い
て
双
方
の
履
行
が
完
了
し
て
い
な
い
と
き
に
は
、
破
産
管
財
人
に
履
行
か
解
除
の
選
択
権
が
与

え
ら
れ
て
い
る
（
五
三
条
一
項
）
・
破
産
管
財
人
が
履
行
を
選
択
し
た
場
合
に
は
、
相
手
方
の
債
権
は
財
団
債
権
に
な
り
（
一
四
八
条
一

項
七
号
）
、
破
産
手
続
に
よ
ら
ず
に
、
破
産
債
権
に
先
立
っ
て
、
破
産
財
団
か
ら
随
時
に
満
額
の
弁
済
を
受
け
る
（
二
条
七
項
・
一
五
一

条
。
こ
の
弁
済
を
一
般
に
「
随
時
弁
済
」
と
い
う
が
、
本
稿
で
は
「
満
額
弁
済
」
と
呼
ぶ
こ
と
も
あ
る
）
。
し
か
し
、
破
産
財
団
が
財
団

債
権
さ
え
も
弁
済
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
況
（
財
団
不
足
の
状
況
）
に
陥
っ
た
場
合
に
は
、
財
団
債
権
額
の
割
合
に
よ
り
弁
済
を
受
け

る
（
一
五
二
条
一
項
。
こ
の
弁
済
を
「
比
例
弁
済
」
と
い
う
こ
と
に
す
る
）
。

例
え
ば
、
買
主
が
売
主
か
ら
動
産
の
引
渡
し
を
受
け
た
後
に
代
金
を
五
年
間
に
わ
た
っ
て
毎
月
分
割
払
を
す
る
旨
の
売
買
契
約
が
締
結

さ
れ
た
が
、
売
主
が
買
主
に
目
的
物
を
引
き
渡
す
前
に
買
主
が
破
産
手
続
開
始
決
定
を
受
け
た
と
し
よ
う
。
破
産
管
財
人
が
履
行
を
選
択



一
四
八
条
三
項
の
適
用
は
、
上
記
の
事
例
に
つ
い
て
は
、
比
較
的
よ
く
説
明
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
の
事
例
に
つ
い
て
さ
え
、
細
か
な

点
で
は
結
論
の
妥
当
性
（
従
っ
て
規
定
の
妥
当
性
）
に
疑
問
が
あ
る
。
買
主
で
は
な
く
、
売
主
が
破
産
手
続
開
始
決
定
を
受
け
た
場
合
に

は
、
そ
の
疑
問
は
さ
ら
に
強
ま
る
。

１
議
論
の
整
理

破
産
法
一
四
八
条
一
項
・
二
項
は
、
財
団
債
権
を
九
種
類
列
挙
し
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
で
、
負
担
付
遺
贈
の
負
担
の
利
益
を
受
け
る

べ
き
請
求
権
三
項
）
と
、
双
方
未
履
行
契
約
に
つ
い
て
破
産
管
財
人
に
よ
り
履
行
が
選
択
さ
れ
た
場
合
の
相
手
方
の
債
権
（
一
項
七

号
）
に
つ
い
て
の
み
、
同
条
三
項
が
、
破
産
債
権
の
金
銭
化
．
現
在
化
に
関
す
る
規
定
（
一
○
一
一
一
条
二
項
・
三
項
・
九
九
条
一
項
一
一
号
か

破
産
法
一
四
八
条
三
項
に
つ
い
て
三
（
七
六
五
）

べ
き
財
団
債
権
額
に
な
る
。

二
こ
れ
ま
で
の
議
論
の
整
理
と
検
討

す
る
と
、
売
主
の
代
金
債
権
は
、
財
団
債
権
に
な
る
。
破
産
手
続
が
比
較
的
短
期
に
終
了
す
る
場
合
を
想
定
す
る
と
、
目
的
物
の
引
渡
し

を
受
け
た
破
産
管
財
人
は
、
代
金
の
分
割
払
を
す
る
よ
り
も
、
弁
済
期
を
繰
り
上
げ
て
一
括
払
を
す
る
方
が
好
都
合
に
な
る
。
そ
の
た
め

に
は
、
約
定
の
代
金
支
払
時
期
を
早
め
る
と
共
に
、
早
期
に
弁
済
す
る
こ
と
を
考
慮
し
て
代
金
額
を
減
額
す
る
こ
と
（
い
わ
ゆ
る
中
間
利

息
分
を
控
除
す
る
こ
と
）
が
適
切
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
う
し
た
こ
と
を
可
能
に
す
る
た
め
に
、
一
四
八
条
三
項
が
置
か
れ
た
。
前
記
の

例
で
は
、
同
項
前
段
に
よ
り
準
用
さ
れ
る
一
○
三
条
二
項
二
号
に
よ
り
約
定
の
分
割
代
金
額
の
合
計
額
が
ひ
と
ま
ず
財
団
債
権
額
に
な
り
、

一
○
三
条
三
項
に
よ
り
分
割
代
金
債
権
の
全
部
に
つ
い
て
、
破
産
手
続
開
始
の
時
に
弁
済
期
が
到
来
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。
そ
し
て
、

一
四
八
条
三
項
後
段
に
よ
り
、
九
九
条
一
項
四
号
所
定
の
い
わ
ゆ
る
中
間
利
息
分
を
控
除
し
た
額
が
破
産
管
財
人
に
よ
っ
て
弁
済
さ
れ
る



関
法
第
五
八
巻
五
号
四
（
七
六
六
）

ら
四
号
）
を
準
用
し
て
い
る
（
九
九
条
一
項
二
号
か
ら
四
号
は
通
常
の
意
味
で
準
用
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
財
団
債
権
額
の
算
定
の

た
め
に
い
わ
ば
「
借
用
」
さ
れ
て
い
る
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
本
稿
で
は
、
こ
れ
も
準
用
の
中
に
含
め
る
こ
と
に
す
る
）
。
問
題
は
、

こ
の
三
項
及
び
こ
れ
に
相
当
す
る
旧
破
産
法
五
二
条
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
る
か
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
従
来
、
次
の
よ
う
な

説
明
が
な
さ
れ
て
い
た
（
松
下
論
文
以
前
の
文
献
に
あ
っ
て
は
、
説
明
が
極
め
て
簡
単
で
あ
り
、
そ
の
位
置
付
け
に
迷
う
点
が
あ
る
が
、

（
４
）

ひ
と
ま
ず
下
記
の
よ
う
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
）
・

（
Ａ
）
財
団
債
権
は
、
本
来
の
内
容
に
従
っ
て
弁
済
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
旧
五
二
条
（
現
一
四
八
条
三
項
）
は
、
例
外
的
に
、
破
産

（
５
）

手
続
の
迅
速
処
理
の
た
め
に
金
銭
化
．
現
在
化
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
旨
を
規
定
し
て
い
る
、
と
説
明
す
る
見
解
が
ま
ず
あ
る
。
こ
の

見
解
に
お
い
て
強
調
さ
れ
る
べ
き
こ
と
は
、
規
定
の
目
的
が
「
破
産
手
続
の
迅
速
処
理
の
た
め
」
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
後
で
紹
介

す
る
比
例
弁
済
限
定
説
（
Ｄ
）
と
の
関
係
で
、
財
団
不
足
の
場
合
に
公
平
な
比
例
配
分
を
行
う
た
め
の
規
定
で
あ
る
と
の
趣
旨
が
述
べ
ら

れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
「
破
産
手
続
の
迅
速
処
理
の
た
め
」
と
い
う
説
明
が
書
か
れ
て
い
な
く
て
も
、
旧
五
二
条
を

（
６
）

財
団
債
権
の
比
例
弁
済
か
ら
切
り
離
し
て
説
明
し
て
い
る
文
献
は
、
基
本
的
に
こ
れ
と
同
趣
旨
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

（
Ｂ
）
金
銭
化
．
現
在
化
は
、
そ
の
必
要
が
あ
る
場
合
に
行
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
必
要
が
生
ず
る
場
合
と
は
、
比
例
弁
済
が
行
わ
れ

（
７
）

る
場
合
で
あ
る
と
す
る
見
解
も
あ
る
。
こ
の
見
解
を
「
必
要
時
適
用
説
」
と
呼
ん
で
お
こ
う
。

（
Ｃ
）
こ
れ
に
対
し
て
は
、
旧
五
二
条
が
破
産
手
続
の
迅
速
処
理
の
た
め
の
規
定
で
あ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
は
基
本
的
な
趣
旨
を
同
じ

く
し
つ
つ
も
、
金
銭
化
．
現
在
化
に
つ
い
て
、
「
必
要
が
あ
れ
ば
」
と
い
う
限
定
を
付
す
べ
き
で
は
な
く
、
旧
五
二
条
所
定
の
債
権
に

つ
い
て
は
常
に
金
銭
化
．
現
在
化
を
行
う
べ
き
で
あ
る
と
す
る
見
蝿
も
現
れ
た
。
こ
の
見
解
を
「
常
時
適
用
説
」
と
呼
ん
で
お
こ
う
。

（
Ｄ
）
し
か
し
、
そ
の
後
、
旧
五
一
一
条
は
、
財
団
不
足
の
場
合
の
財
団
債
権
の
弁
済
に
関
す
る
説
明
の
中
で
説
明
さ
れ
る
こ
と
が
多
く



（
９
）

な
っ
た
。
そ
の
趣
旨
が
、
〈
同
条
の
適
用
は
比
例
弁
済
の
場
合
に
限
定
さ
れ
る
》
と
の
趣
旨
で
あ
る
の
か
否
か
は
明
瞭
で
は
な
い
が
、

た
だ
、
そ
の
趣
旨
の
見
解
を
想
定
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
現
実
に
存
在
し
た
か
否
か
は
別
と
し
て
、
そ
の
よ
う
な
見
解
を
「
比
例

弁
済
限
定
説
」
と
呼
ん
で
お
こ
う
。

（
Ｅ
）
新
破
産
法
の
下
で
は
、
松
下
論
文
に
よ
り
、
次
の
よ
う
な
見
解
が
有
力
に
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
旧
五
二
条
・
新
一
四
八

条
三
項
の
規
定
が
設
け
ら
れ
た
理
由
は
、
「
財
団
債
権
の
破
産
手
続
内
で
の
迅
速
な
弁
済
」
で
あ
る
が
、
破
産
手
続
進
行
中
に
本
来
の

履
行
期
が
到
来
す
る
財
団
債
権
の
随
時
弁
済
に
適
用
す
る
と
不
合
理
な
結
果
に
な
る
の
で
、
こ
の
規
定
は
、
そ
の
場
合
に
つ
い
て
は
適

用
を
排
除
す
べ
き
で
あ
り
、
破
産
手
続
が
財
団
不
足
の
た
め
に
異
時
廃
止
さ
れ
る
か
、
最
後
配
当
に
よ
り
終
結
す
る
か
に
か
か
わ
ら
ず
、

破
産
手
続
の
進
行
中
に
本
来
の
履
行
期
が
到
来
し
な
い
た
め
、
破
産
管
財
人
が
本
来
の
履
行
期
前
に
弁
済
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
に

限
っ
て
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
破
産
法
一
四
八
条
三
項
が
定
め
る
財
団
債
権
の
現
在
化
・
金
銭
化
は
破
産
手
続
開
始

の
効
果
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
く
、
破
産
手
続
の
終
了
時
に
そ
れ
ら
の
効
果
を
発
生
さ
せ
れ
ば
足
り
る
。
ま
た
破
産
手
続
終
了
時
に
現

在
化
・
金
銭
化
の
効
果
を
発
生
さ
せ
る
べ
き
財
団
債
権
は
、
同
項
が
挙
げ
る
破
産
法
一
四
八
条
一
項
七
号
及
び
同
条
二
項
の
財
団
債
権

（
叩
）

に
限
ら
ず
、
破
産
手
続
終
了
時
に
存
在
し
て
い
る
財
団
債
権
す
べ
て
が
含
ま
れ
る
」
。
従
来
の
見
解
と
の
対
比
で
は
、
適
用
範
囲
を
破

産
手
続
の
終
了
時
の
弁
済
に
限
定
す
る
点
が
重
要
で
あ
る
の
で
、
こ
の
見
解
を
「
終
了
時
弁
済
限
定
説
」
と
呼
ん
で
お
こ
う
。

２
各
説
の
検
討

現
行
法
が
、
比
例
弁
済
限
定
説
を
採
用
し
て
い
な
い
こ
と
は
、
規
定
の
位
置
か
ら
し
て
明
ら
か
で
あ
る
（
比
例
弁
済
限
定
説
に
立
っ
た

の
で
あ
れ
ば
、
一
四
八
条
三
項
の
規
定
は
、
一
五
二
条
の
中
に
置
か
れ
る
べ
き
で
あ
る
）
・

破
産
法
一
四
八
条
三
項
に
つ
い
て
五
（
七
六
七
）



関
法
第
五
八
巻
五
号

六
（
七
六
八
）

常
時
適
用
説
は
、
こ
の
見
解
を
文
言
通
り
に
受
け
止
め
た
場
合
に
は
、
採
用
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
例
え
ば
、
（
α
）
破
産
手
続
開

始
前
に
破
産
者
が
一
○
○
○
万
円
で
仕
入
れ
た
在
庫
商
品
を
一
○
五
○
万
円
で
売
却
す
る
契
約
を
締
結
し
、
後
者
の
契
約
が
破
産
手
続
開

始
時
に
双
方
未
履
行
の
状
態
に
あ
る
場
合
に
、
相
手
方
の
有
す
る
商
品
引
渡
請
求
権
を
金
銭
化
す
る
こ
と
は
、
馬
鹿
げ
て
い
る
。
ま
た
、

（
β
）
土
地
の
賃
借
人
が
破
産
し
た
場
合
に
、
破
産
管
財
人
は
、
借
地
上
の
建
物
と
と
も
に
借
地
権
を
売
却
す
る
た
め
に
は
、
借
地
契
約

の
履
行
を
選
択
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
の
場
合
に
、
破
産
手
続
開
始
後
・
売
却
ま
で
の
賃
料
債
権
（
財
団
債
権
）
の
全
部
を
一
四

八
条
三
項
の
規
定
に
よ
り
現
在
化
す
る
こ
と
は
適
当
で
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
借
地
契
約
が
破
産
管
財
人
に
よ
り
解
除
さ
れ
る
場
合
に
破

産
手
続
開
始
後
・
解
除
ま
で
の
賃
料
債
権
が
財
団
債
権
に
な
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
（
一
四
八
条
一
項
八
号
）
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
三
項
の

規
定
の
適
用
が
な
く
、
し
た
が
っ
て
現
在
化
が
行
わ
れ
な
い
こ
と
と
の
バ
ラ
ン
ス
か
ら
説
明
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
実
質
的
に
は
、
相

手
方
の
義
務
の
履
行
期
と
財
団
債
権
の
履
行
期
と
が
接
着
し
て
お
り
、
継
続
的
双
務
契
約
の
特
質
を
考
慮
す
れ
ば
破
産
手
続
開
始
時
を
基

準
時
と
し
て
現
在
化
を
行
う
こ
と
は
公
平
と
は
言
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
賃
貸
借
契
約
と
類
似
の
他
の
継
続
的
契
約
に
も

妥
当
す
る
。
し
か
し
、
常
時
適
用
説
を
、
「
一
四
八
条
三
項
に
よ
り
不
当
な
結
果
が
生
ず
る
場
合
を
除
き
、
原
則
と
し
て
常
に
適
用
さ
れ

る
」
と
の
趣
旨
に
解
す
る
余
地
は
あ
り
、
そ
の
よ
う
に
解
す
れ
ば
、
な
お
採
用
の
余
地
は
あ
る
。
採
用
の
た
め
に
は
、
「
一
四
八
条
三
項

に
よ
り
不
当
な
結
果
が
生
ず
る
場
合
」
を
確
定
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

適
用
範
囲
に
つ
い
て
も
っ
と
も
充
実
し
た
議
論
を
し
て
い
る
の
は
、
終
了
時
弁
済
限
定
説
で
あ
り
、
か
つ
、
規
定
の
趣
旨
と
し
て
「
破

産
事
件
の
迅
速
な
処
理
」
を
前
面
に
打
ち
出
し
て
、
こ
れ
に
素
直
で
無
理
の
な
い
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。
こ
の
見
解
と
必
要
時
適
用
説

と
の
関
係
は
、
次
の
よ
う
に
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
終
了
時
弁
済
限
定
説
は
、
必
要
時
適
用
説
が
示
し
た
「
必
要
な
と
き
に
適
用
さ
れ

る
」
と
い
う
大
き
な
枠
組
み
の
中
で
、
適
用
が
必
要
と
な
る
の
は
、
比
例
弁
済
と
な
る
か
満
額
弁
済
と
な
る
か
を
問
わ
ず
、
破
産
手
続
終



１
問
題
点

一
四
八
条
三
項
が
定
め
る
金
銭
化
、
期
限
の
現
在
化
、
金
額
の
現
在
化
は
、
相
互
に
連
関
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
が
規
定
さ
れ

た
趣
旨
及
び
適
用
範
囲
が
同
一
で
あ
る
と
解
す
る
必
要
は
な
か
ろ
う
。

（
ａ
）
金
銭
化
は
、
破
産
事
件
の
迅
速
な
処
理
を
可
能
に
す
る
た
め
に
、
財
団
債
権
に
つ
い
て
比
例
弁
済
を
行
う
場
合
に
必
要
で
あ
る
。

し
か
し
、
比
例
弁
済
で
は
な
く
、
債
務
の
本
旨
に
従
っ
て
弁
済
す
る
こ
と
が
可
能
な
場
合
に
は
必
要
な
い
。

（
ｂ
）
期
限
の
現
在
化
は
、
破
産
事
件
の
迅
速
な
処
理
を
可
能
に
す
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
破
産

財
団
が
財
団
不
足
に
陥
る
リ
ス
ク
か
ら
相
手
方
を
保
護
す
る
た
め
に
も
必
要
で
あ
ろ
う
。
後
者
を
期
限
の
現
在
化
が
用
意
さ
れ
た
根
拠
の

一
つ
と
見
る
べ
き
か
は
一
つ
の
問
題
で
あ
る
が
、
財
団
債
権
で
あ
っ
て
も
通
常
の
場
合
よ
り
は
履
行
の
確
実
性
が
低
く
な
っ
て
い
る
の
は

確
か
で
あ
る
。
破
産
手
続
開
始
前
に
原
因
が
あ
り
（
し
た
が
っ
て
、
相
手
方
が
破
産
手
続
の
開
始
を
必
ず
し
も
予
想
し
な
い
ま
ま
取
得

し
）
か
つ
破
産
手
続
開
始
時
に
弁
済
期
が
到
来
し
て
い
な
い
財
団
債
権
（
一
四
八
条
三
項
に
掲
げ
ら
れ
た
財
団
債
権
お
よ
び
こ
れ
に
準
ず

破
産
法
一
四
八
条
三
項
に
つ
い
て
七
（
七
六
九
）

了
時
の
弁
済
に
限
ら
れ
、
そ
れ
以
前
に
弁
済
期
が
到
来
し
た
財
団
債
権
に
つ
い
て
随
時
弁
済
を
す
る
場
合
に
は
適
用
が
な
い
こ
と
を
明
確

に
論
証
し
た
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
規
定
の
趣
旨
（

題

三
問
題
の
検
討

し
か
し
、
規
定
の
趣
旨
の
中
に
、
（
α
）
財
団
不
足
に
よ
り
財
団
債
権
者
が
受
け
る
不
利
益
を
軽
減
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
（
β
）
有

利
子
の
財
団
債
権
に
つ
い
て
期
限
前
の
弁
済
を
す
る
こ
と
に
よ
り
そ
の
後
の
利
息
を
免
れ
て
破
産
財
団
の
負
担
を
軽
減
す
る
こ
と
を
盛
り

込
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
も
う
少
し
別
の
議
論
の
余
地
も
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。



２
期
限
の
現
在
化

期
限
の
現
在
化
は
、
破
産
手
続
終
了
時
に
本
来
の
期
限
が
到
来
し
て
い
な
い
財
団
債
権
へ
の
弁
済
を
可
能
に
し
て
、
破
産
事
件
を
迅
速

に
処
理
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
。

関
法
第
五
八
巻
五
号
八
（
七
七
○
）

る
も
の
）
に
つ
い
て
は
、
そ
の
よ
う
に
見
る
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
。
他
方
に
お
い
て
、
一
四
八
条
一
項
七
号
の
財
団
債
権
に
つ
い
て
は
、

そ
の
期
限
の
現
在
化
に
よ
り
、
双
務
契
約
中
の
履
行
期
に
関
す
る
定
め
か
ら
離
れ
て
破
産
管
財
人
が
先
履
行
義
務
を
負
わ
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
こ
と
も
避
け
る
必
要
が
あ
る
。

（
Ｃ
）
金
額
の
現
在
化
は
、
期
限
の
現
在
化
に
附
随
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
破
産
財
団
が
財
団
不
足
に
陥
り
、
一
五
二
条
の
規

定
に
よ
る
比
例
弁
済
が
な
さ
れ
る
場
合
に
は
、
財
団
債
権
者
間
の
公
平
を
保
つ
た
め
に
必
要
で
あ
り
、
そ
の
他
の
場
合
に
は
、
財
団
債
権

者
と
破
産
債
権
者
の
間
の
公
平
を
図
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
双
務
契
約
上
の
債
権
に
つ
い
て
は
、
そ
の
一
方
当
事
者
の
債
権

に
つ
い
て
の
み
金
額
の
現
在
化
を
お
こ
な
い
、
他
方
当
事
者
の
債
権
に
つ
い
て
は
行
わ
な
い
と
い
う
の
で
は
、
対
価
関
係
が
崩
れ
る
。
金

額
の
現
在
化
は
、
対
価
関
係
を
損
な
わ
な
い
範
囲
で
な
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
再
生
手
続
か
ら
破
産
手
続
に
移
行
し

た
場
合
に
は
、
共
益
債
権
で
あ
っ
た
貸
付
金
債
権
も
財
団
債
権
に
な
る
が
（
再
生
法
二
五
一
一
条
六
項
・
一
一
九
条
五
号
）
、
そ
れ
が
金
額

の
大
き
い
利
息
付
債
権
で
あ
る
と
き
に
は
、
破
産
管
財
人
が
破
産
手
続
の
途
中
で
期
限
前
弁
済
を
行
い
、
そ
れ
に
伴
っ
て
金
額
の
現
在
化

に
よ
り
利
息
額
を
減
少
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
破
産
債
権
者
へ
の
配
当
を
増
や
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
考
慮
す
べ
き
事
項
が
複
数
あ
り
、
そ
の
中
に
は
両
立
し
が
た
い
関
係
に
あ
る
事
項
も
含
ま
れ
て
い
る
。
し
か
も
一
四

八
条
三
項
は
極
め
て
簡
単
な
規
定
で
あ
る
。
解
釈
に
よ
る
補
充
の
余
地
が
大
き
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。



期
限
の
現
在
化
は
、
そ
れ
以
外
に
、
財
団
不
足
の
危
険
か
ら
相
手
方
を
保
護
す
る
た
め
の
趣
旨
を
含
ん
で
い
る
と
見
る
余
地
が
あ
る
。

（
ａ
）
負
担
付
遺
贈
の
負
担
の
利
益
を
受
け
る
権
利
（
一
四
八
条
二
項
）
に
つ
い
て
は
、
本
来
の
履
行
期
に
至
る
ま
で
に
財
団
不
足
が

生
じ
て
不
完
全
な
満
足
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
リ
ス
ク
を
回
避
す
る
た
め
に
、
で
き
る
だ
け
早
い
時
期
に
弁
済
が
な
さ
れ
る
こ
と
が

好
ま
し
い
。
特
に
、
負
担
の
利
益
を
受
け
る
者
に
給
付
さ
れ
る
べ
き
財
産
が
遺
贈
さ
れ
た
財
産
の
換
価
金
の
一
部
か
ら
捻
出
さ
れ
る
よ
う

な
場
合
に
は
、
そ
の
換
価
が
終
了
す
る
と
と
も
に
速
や
か
に
弁
済
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
ｂ
）
双
方
未
履
行
の
双
務
契
約
に
つ
い
て
履
行
が
選
択
さ
れ
た
場
合
に
、
双
方
の
義
務
が
同
時
的
に
履
行
さ
れ
る
べ
き
場
合
に
は
、

財
団
不
足
の
リ
ス
ク
か
ら
相
手
方
を
保
護
す
る
た
め
の
期
限
の
現
在
化
は
必
要
な
い
。
し
か
し
、
相
手
方
が
先
履
行
義
務
を
負
っ
て
い
る

場
合
に
は
、
何
ら
か
の
配
慮
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
そ
の
方
法
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
（
α
）
破
産
財
団
が
財
団

不
足
に
陥
る
こ
と
は
多
く
な
い
こ
と
を
前
提
に
し
て
、
財
団
不
足
に
陥
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
相
手
方
が
証
明
で
き
る
場
合
に
の
み
、

（
、
）

相
手
方
は
い
わ
ゆ
る
不
安
の
抗
弁
権
に
よ
り
履
行
を
拒
絶
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
方
法
。
（
β
）
破
産
財
団
が
財
団
不
足
に
陥
る
こ

と
は
少
な
く
な
い
こ
と
を
前
提
に
し
て
、
契
約
の
締
結
当
時
に
破
産
者
の
悪
化
し
た
財
産
状
況
を
相
手
方
が
知
ら
な
か
っ
た
場
合
に
は
、（

皿
）

相
手
方
は
、
破
産
管
財
人
に
よ
る
反
対
給
付
の
履
行
ま
た
は
担
保
の
提
供
が
あ
る
ま
で
、
履
行
を
拒
絶
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
方
法
。

と
こ
ろ
で
、
破
産
法
五
三
条
一
項
の
「
破
産
管
財
人
は
、
：
…
・
破
産
者
の
義
務
を
履
行
し
て
相
手
方
の
義
務
の
履
行
を
請
求
す
る
」
と

の
文
言
は
、
一
般
に
、
破
産
管
財
人
の
先
履
行
義
務
を
生
じ
さ
せ
る
も
の
で
は
な
く
、
契
約
で
定
め
ら
れ
た
履
行
期
に
影
響
を
与
え
な
い

（
昭
）

と
解
さ
れ
て
き
て
い
る
。
こ
れ
を
前
提
に
す
れ
ば
、
現
行
法
の
も
と
で
上
記
（
β
）
の
保
護
措
置
を
解
釈
論
と
し
て
主
張
す
る
こ
と
は
困

難
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
れ
を
前
提
に
し
て
も
、
財
団
不
足
に
陥
る
可
能
性
が
高
い
場
合
に
つ
い
て
は
、
相
手
方
は
先
履
行
を
拒
絶
し
て
同

時
履
行
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
極
端
な
例
を
挙
げ
れ
ば
、
売
主
で
あ
る
相
手
方
が
先
履
行
義
務
を
負
う
売
買
契

破
産
法
一
四
八
条
三
項
に
つ
い
て
九
（
七
七
二



な
い
。

関
法
第
五
八
巻
五
号
一
○
（
七
七
三

約
が
締
結
さ
れ
て
い
て
、
破
産
管
財
人
が
そ
の
履
行
を
選
択
し
た
が
、
相
手
方
の
履
行
期
の
到
来
の
直
前
に
財
団
不
足
に
陥
る
可
能
性
が

高
い
こ
と
が
判
明
し
た
場
合
に
、
破
産
管
財
人
が
相
手
方
か
ら
目
的
物
の
引
渡
を
受
け
て
直
ち
に
換
価
し
た
後
で
、
そ
の
代
金
を
配
当
財

団
に
組
み
入
れ
て
比
例
弁
済
を
行
う
と
い
う
の
で
は
不
公
平
で
あ
る
。
相
手
方
は
自
己
の
義
務
の
全
部
の
履
行
を
強
制
さ
れ
て
、
破
産
者

に
対
す
る
反
対
給
付
請
求
権
に
つ
い
て
は
比
例
弁
済
を
甘
受
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
と
の
原
則
は
、
こ
こ
で
も
妥
当
さ
せ
る
べ
き
で
あ

る
。
破
産
財
団
が
財
団
不
足
に
陥
る
可
能
性
が
高
い
場
合
に
は
、
相
手
方
は
、
そ
の
こ
と
を
証
明
し
て
、
自
己
の
給
付
と
反
対
給
付
と
の

同
時
履
行
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
べ
き
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
一
四
八
条
三
項
は
、
破
産
手
続
終
了
時
前
に
本
来
の
弁
済
期
に
従
っ
て
随
時
弁
済
を
受
け
る
場
合
に
は
適
用
が
な
い
と
す
る

３
金
額
の
現
在
化

金
額
の
現
在
化
の
問
題
の
解
決
に
は
難
渋
す
る
。
財
団
債
権
に
つ
い
て
は
、
破
産
手
続
開
始
後
の
利
息
債
権
あ
る
い
は
遅
延
損
害
金
債

（
皿
）

権
も
財
団
債
権
に
な
る
の
が
原
則
の
は
ず
で
あ
る
（
た
だ
し
、
一
四
九
条
一
一
項
か
っ
こ
書
に
お
い
て
例
外
が
規
定
さ
れ
て
い
る
）
。
換
一
一
一
一
口

す
れ
ば
、
財
団
債
権
に
つ
い
て
は
、
九
七
条
一
号
．
九
九
条
一
項
一
号
の
適
用
も
類
推
適
用
も
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
前
提
に
す
る
と
、

民
事
再
生
手
続
か
ら
破
産
手
続
へ
の
移
行
に
よ
り
、
再
生
債
務
者
が
再
生
手
続
開
始
後
に
借
り
入
れ
た
資
金
の
返
還
請
求
権
が
財
団
債
権

に
な
る
場
合
に
つ
い
て
も
、
破
産
手
続
開
始
後
の
弁
済
遅
延
に
よ
る
遅
延
損
害
金
債
権
も
財
団
債
権
と
な
り
、
破
産
手
続
開
始
後
に
弁
済

期
が
到
来
す
る
場
合
の
利
息
債
権
も
財
団
債
権
に
な
る
と
す
べ
き
こ
と
に
な
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
破
産
手
続
開
始
後
に
弁
済
期
の
到
来

す
る
無
利
息
の
財
団
債
権
に
つ
い
て
も
、
弁
済
期
に
弁
済
を
受
け
る
限
り
、
中
間
利
息
を
控
除
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
し
な
け
れ
ば
な
ら



終
了
時
弁
済
限
定
説
が
登
場
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
次
の
不
整
合
あ
る
い
は
疑
問
が
な
お
残
る
。
（
ｇ
破
産
手
続
終
了
時
の
弁

済
に
お
い
て
、
利
息
付
財
団
債
権
に
つ
い
て
弁
済
時
ま
で
の
利
息
を
財
団
債
権
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
無
利
息
債
権
に
つ
い
て
も
破
産
手

続
開
始
時
か
ら
弁
済
時
ま
で
の
中
間
利
息
相
当
額
を
控
除
す
べ
き
で
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
と
一
四
三
条
三
項
・
九
九
条
一
項
二
号
が

破
産
手
続
開
始
時
か
ら
本
来
の
弁
済
期
ま
で
の
中
間
利
息
相
当
額
を
控
除
す
る
と
規
定
し
て
い
る
こ
と
と
は
、
整
合
的
で
な
い
。
（
β
）

ま
た
、
無
利
息
の
財
団
債
権
者
か
ら
す
れ
ば
、
控
除
さ
れ
る
べ
き
中
間
利
息
分
の
起
算
時
が
破
産
手
続
開
始
時
に
固
定
さ
れ
て
い
る
た
め

に
、
本
来
の
弁
済
期
の
到
来
前
に
破
産
手
続
が
終
了
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
場
合
に
は
、
手
続
終
了
時
に
中
間
利
息
分
を
控
除
さ
れ
て

弁
済
さ
れ
る
金
額
と
、
そ
れ
よ
り
早
い
段
階
で
中
間
利
息
分
を
控
除
さ
れ
て
弁
済
さ
れ
る
金
額
と
は
同
じ
で
あ
り
、
弁
済
金
の
支
払
が
遅

く
な
る
分
だ
け
前
者
の
方
が
不
利
で
あ
る
。
破
産
手
続
終
了
時
ま
で
弁
済
を
引
き
延
ば
さ
れ
た
上
に
、
破
産
手
続
開
始
時
を
基
準
に
し
て

中
間
利
息
分
を
控
除
さ
れ
る
と
い
う
不
利
益
を
な
ぜ
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
が
問
題
に
な
る
。

こ
れ
ら
二
つ
の
疑
問
を
ど
の
よ
う
に
解
決
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
（
Ａ
）
一
つ
の
考
え
方
は
、
無
利
息
の
財
団
債
権
者
は
、
破
産
手
続

終
了
時
前
で
あ
っ
て
も
、
期
限
の
現
在
化
を
主
張
し
て
期
限
前
の
弁
済
を
請
求
で
き
、
い
わ
ば
そ
の
代
償
と
し
て
破
産
手
続
開
始
時
か
ら

本
来
の
弁
済
期
ま
で
の
中
間
利
息
相
当
額
の
控
除
と
い
う
不
利
益
を
受
け
る
と
説
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
説
明
で
は
、
前

記
（
β
）
の
問
題
は
か
な
り
解
決
で
き
る
と
し
て
も
（
手
続
終
了
時
に
期
限
が
到
来
し
て
い
な
い
た
め
に
破
産
手
続
開
始
か
ら
弁
済
期
ま

で
の
中
間
利
息
分
を
控
除
さ
れ
る
と
い
う
不
利
益
は
、
破
産
手
続
開
始
後
間
も
な
い
段
階
で
弁
済
を
請
求
す
る
こ
と
に
よ
り
解
消
さ
れ

る
）
、
破
産
手
続
開
始
時
か
ら
弁
済
が
な
さ
れ
る
ま
で
の
間
に
つ
い
て
、
破
産
管
財
人
の
履
行
遅
滞
に
よ
る
損
害
賠
償
の
問
題
を
あ
ら
た

（
巧
）

に
生
じ
さ
せ
よ
う
。
し
か
も
、
前
記
（
α
）
の
問
題
は
、
未
解
決
の
ま
ま
残
さ
れ
る
。

む
し
ろ
、
（
Ｂ
）
控
除
さ
れ
る
べ
き
中
間
利
息
相
当
額
の
起
算
時
を
現
実
の
弁
済
の
時
と
す
る
方
が
確
実
な
解
決
が
得
ら
れ
る
で
あ
る

破
産
法
一
四
八
条
三
項
に
つ
い
て

一
一
（
七
七
三
）



関
法
第
五
八
巻
五
号
一
二
（
七
七
四
）

う
。
一
四
八
条
三
項
で
準
用
さ
れ
る
九
九
条
一
項
二
号
か
ら
四
号
の
文
言
か
ら
離
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
準
用
に
あ
た
っ
て
は
「
破
産
手

続
開
始
時
」
を
「
弁
済
時
」
と
読
み
替
え
る
べ
き
も
の
と
解
釈
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
九
九
条
一
項
二
号
か
っ
こ
書
は
、
中
間
利

息
の
控
除
に
つ
い
て
、
計
算
の
便
宜
上
、
一
年
未
満
の
端
数
を
切
り
捨
て
る
こ
と
を
定
め
て
い
る
が
、
全
額
が
支
払
わ
れ
る
の
が
通
常
と

な
る
財
団
債
権
に
つ
い
て
こ
の
処
理
を
行
う
こ
と
は
適
当
と
は
思
わ
れ
な
い
。
財
団
債
権
へ
の
弁
済
額
を
少
し
で
も
減
少
さ
せ
て
、
破
産

債
権
へ
の
配
当
額
を
増
や
す
た
め
に
、
一
四
八
条
三
項
の
規
定
に
よ
り
九
九
条
一
項
二
号
が
準
用
さ
れ
る
場
合
に
は
、
同
号
の
か
っ
こ
書

は
除
外
し
て
準
用
す
べ
き
で
あ
る
。

４
期
限
の
現
在
化
の
効
果

以
上
の
よ
う
に
履
行
期
を
破
産
手
続
開
始
時
に
繰
り
上
げ
た
場
合
に
、
次
の
問
題
が
生
ず
る
。

（
ａ
）
主
と
し
て
負
担
付
遺
贈
の
負
担
の
利
益
を
求
め
る
権
利
や
再
生
債
務
者
が
再
生
手
続
開
始
後
に
借
り
入
れ
た
資
金
の
返
還
請
求

権
に
つ
い
て
、
破
産
管
財
人
は
財
団
債
権
を
破
産
手
続
開
始
時
に
直
ち
に
弁
済
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
は
限
ら
な
い
の
で
、
そ
の
間
の

遅
滞
の
効
果
を
ど
の
よ
う
に
定
め
る
の
か
が
問
題
と
な
る
。
次
の
よ
う
に
考
え
た
い
。
期
限
の
現
在
化
は
、
財
団
不
足
の
危
険
か
ら
財
団

債
権
者
の
利
益
を
守
る
た
め
に
特
に
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
相
手
方
は
破
産
管
財
人
に
対
し
て
繰
り
上
げ
ら
れ
た
弁
済
期
に
お
け
る

弁
済
を
要
求
で
き
る
が
、
破
産
管
財
人
が
直
ち
に
弁
済
を
し
な
く
て
も
、
そ
の
こ
と
は
履
行
遅
滞
に
よ
る
解
除
権
や
損
害
賠
償
義
務
を
生

じ
さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
繰
上
げ
弁
済
が
な
さ
れ
る
と
、
利
息
債
権
の
う
ち
そ
れ
以
降
の
時
期
に
係
る
部
分
は
消
滅
し
、
無

利
息
債
権
に
つ
い
て
は
、
弁
済
時
か
ら
本
来
の
履
行
期
ま
で
の
中
間
利
息
相
当
分
を
控
除
し
た
額
が
財
団
債
権
額
に
な
る
。
繰
上
げ
弁
済

に
よ
り
、
そ
れ
以
降
に
生
ず
べ
き
利
息
額
分
だ
け
財
団
債
権
額
が
減
少
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
破
産
債
権
者
に
と
っ
て
も
有
利
な



こ
と
で
あ
り
、
金
額
の
現
在
化
は
、
財
団
債
権
者
と
破
産
債
権
者
と
の
間
の
利
害
調
整
の
意
味
も
持
つ
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
破
産
管
財
人
か
ら
進
ん
で
繰
上
げ
弁
済
を
す
る
こ
を
禁
ず
る
必
要
も
な
い
。
こ
の
意
味
で
、
弁
済
期
の
現
在
化
は
破
産
手
続
開
始
の

効
果
で
あ
り
、
か
つ
、
破
産
管
財
人
及
び
相
手
方
の
意
思
に
関
わ
り
な
く
生
ず
る
と
考
え
た
い
。

（
ｂ
）
双
方
未
履
行
の
双
務
契
約
に
つ
い
て
は
、
場
合
分
け
が
必
要
で
あ
る
。
（
ｈ
）
契
約
に
よ
り
相
手
方
が
先
履
行
義
務
を
負
わ
な
い

場
合
（
同
時
履
行
の
場
合
又
は
破
産
者
が
先
履
行
義
務
を
負
う
場
合
）
に
は
、
本
来
の
契
約
条
件
に
従
っ
て
履
行
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ

る
。
相
手
方
の
義
務
の
履
行
期
が
破
産
手
続
の
終
結
時
ま
で
に
到
来
し
な
い
よ
う
な
場
合
に
は
、
破
産
管
財
人
に
は
相
手
方
の
義
務
の
履

行
期
を
早
め
る
権
限
ま
で
は
与
え
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
破
産
管
財
人
は
、
履
行
を
選
択
し
な
か
っ
た
方
が
よ
か
っ
た
こ
と
に

な
る
が
、
履
行
を
選
択
し
た
以
上
は
、
相
手
方
の
義
務
の
履
行
期
が
到
来
す
る
ま
で
最
後
配
当
を
引
き
延
ば
す
か
、
又
は
合
意
に
よ
り
契

約
内
容
を
変
更
ま
た
は
解
除
し
て
破
産
財
団
の
整
理
を
早
め
る
べ
き
で
あ
る
。

（
比
）
契
約
に
よ
り
相
手
方
が
先
履
行
義
務
を
負
う
場
合
に
、
財
団
不
足
の
虞
が
な
い
と
き
に
は
、
相
手
方
は
先
履
行
を
な
す
べ
き
で

あ
る
が
、
そ
の
虞
が
生
じ
た
後
は
、
相
手
方
は
、
同
時
履
行
又
は
担
保
の
提
供
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
を
前

提
に
し
て
、
破
産
管
財
人
が
相
手
方
の
義
務
の
履
行
期
に
あ
わ
せ
て
破
産
者
の
義
務
を
履
行
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
相
手
方
の
財
団

債
権
に
つ
い
て
一
種
の
時
期
の
現
在
化
が
生
じ
、
金
額
の
現
在
化
が
行
わ
れ
る
べ
き
こ
と
に
な
る
。
破
産
者
の
負
っ
て
い
る
義
務
が
金
銭

の
支
払
の
義
務
で
あ
る
場
合
に
は
、
破
産
管
財
人
が
履
行
す
る
時
点
と
本
来
の
履
行
期
と
の
間
の
中
間
利
息
を
控
除
す
る
形
で
金
額
の
現

在
化
が
な
さ
れ
る
べ
き
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
破
産
者
の
負
っ
て
い
る
義
務
が
そ
れ
以
外
の
義
務
の
場
合
に
は
金
額
の
現
在
化
は
で
き

ず
、
こ
れ
に
相
応
す
る
利
益
調
整
が
な
さ
れ
る
べ
き
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
利
益
調
整
は
、
早
期
の
給
付
に
よ
り
相
手
方
が
受
け
る
で
あ

（
妬
）

ろ
う
利
益
を
標
準
し
て
、
相
手
方
の
給
付
の
増
額
等
の
方
法
で
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
そ
の
利
益
が
僅
少
で
あ
る
場
合
に
は
、

破
産
法
一
四
八
条
三
項
に
つ
い
て
一
三
（
七
七
五
）



め
る
方
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
を
前
提
に
す
る
と
、
破
産
管
財
人
が
契
約
で
定
め
ら
れ
た
相
手
方
の
義
務
の
履
行
期
と
破
産
者
の
義
務
の
履
行
期
と
の
中
間
時
点

で
履
行
し
、
相
手
方
も
こ
れ
と
引
き
換
え
に
義
務
を
履
行
す
る
場
合
に
は
、
破
産
管
財
人
が
現
実
に
履
行
す
る
時
か
ら
本
来
の
履
行
期
ま

で
の
中
間
利
息
相
当
分
の
み
が
財
団
債
権
か
ら
控
除
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

（
１
）
小
川
秀
樹
・
編
著
『
一
問
一
答
．
新
し
い
破
産
法
」
（
商
事
法
務
、
二
○
○
四
年
）
八
八
頁
以
下
参
照
。

（
２
）
本
稿
は
、
前
稿
（
栗
田
隆
「
負
担
付
遺
贈
及
び
信
託
の
関
係
人
の
破
産
」
（
関
西
大
学
法
学
論
集
五
八
巻
三
号
（
一
一
○
○
八
年
）
二
四
頁
）
で

論
じ
切
れ
な
か
っ
た
問
題
を
論
ず
る
も
の
で
あ
る
。
独
立
し
た
稿
と
し
た
た
め
に
前
稿
と
重
複
す
る
部
分
（
学
説
の
整
理
・
検
討
の
部
分
）
が
生

じ
た
が
、
ご
容
赦
い
た
だ
き
た
い
。

（
３
）
松
下
淳
一
「
財
団
債
権
の
弁
済
」
民
事
訴
訟
法
雑
誌
五
三
号
（
一
一
○
○
七
年
）
五
一
頁
以
下
（
以
下
「
松
下
論
文
」
と
し
て
引
用
す
る
）
。

（
４
）
立
法
段
階
の
議
論
に
つ
い
て
は
、
松
下
論
文
五
一
頁
以
下
に
詳
し
い
。

（
５
）
加
藤
正
治
『
破
産
法
要
論
』
（
有
斐
閣
、
昭
和
二
七
年
）
一
一
八
頁
、
中
田
淳
一
「
破
産
法
・
和
議
法
』
（
有
斐
閣
、
昭
和
四
五
年
）
一
四
三
頁
。

（
６
）
例
え
ば
、
加
藤
哲
夫
『
破
産
法
［
第
四
版
補
正
版
］
』
（
弘
文
堂
、
平
成
一
八
年
）
二
七
二
頁
、
宗
田
親
彦
「
破
産
法
概
説
（
新
訂
第
二
版
）
」

（
慶
磨
義
塾
大
学
出
版
会
、
一
一
○
○
五
年
）
四
八
一
一
頁
、
伊
藤
員
『
破
産
法
・
民
事
再
生
法
』
（
有
斐
閣
、
一
一
○
○
七
年
）
一
一
一
三
頁
。

関
法
第
五
八
巻
五
号
一
四
（
七
七
六
）

利
益
調
整
な
し
に
破
産
管
財
人
が
約
定
の
履
行
期
前
に
履
行
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

他
方
、
破
産
管
財
人
が
、
契
約
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
破
産
者
の
義
務
の
履
行
期
に
義
務
を
履
行
し
、
相
手
方
は
こ
の
時
に
自
己
の
金
銭

の
給
付
義
務
を
履
行
す
る
場
合
に
は
、
相
手
方
は
契
約
で
定
め
ら
れ
た
履
行
期
か
ら
お
く
れ
て
履
行
す
る
こ
と
に
な
り
、
法
定
利
息
相
当

分
の
利
益
を
得
た
と
評
価
す
る
余
地
が
あ
る
。
中
間
利
息
相
当
額
を
控
除
し
て
利
益
の
調
整
を
図
る
一
四
八
条
三
項
後
段
の
規
定
の
趣
旨

か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
利
益
も
吐
き
出
さ
せ
る
べ
き
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
相
手
方
は
正
当
な
履
行
拒
絶
権
（
不
安
の
抗
弁
権
）
に
よ

り
履
行
を
拒
絶
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
遅
延
損
害
金
債
務
が
発
生
し
た
と
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
こ
の
利
益
を
吐
き
出
さ
せ
る
こ
と
は
諦



（
７
）
井
上
直
三
郎
『
破
産
法
網
要
第
一
巻
実
体
破
産
法
』
（
弘
文
堂
、
大
正
一
四
年
）
一
二
八
頁
以
下
。

（
８
）
斎
藤
秀
夫
Ⅲ
鈴
木
潔
Ⅲ
麻
上
正
信
・
編
『
注
解
破
産
法
』
（
青
林
書
院
、
昭
和
五
九
年
）
一
九
○
頁
（
斎
藤
秀
夫
）
。

（
９
）
山
木
戸
克
己
『
破
産
法
』
（
青
林
書
院
、
一
九
七
四
年
）
一
四
○
頁
（
「
破
産
手
続
の
迅
速
処
理
の
た
め
」
の
説
明
な
し
）
、
霜
島
甲
一
『
倒
産

法
体
系
」
（
勤
草
書
房
、
一
九
九
○
年
）
一
三
○
頁
（
共
益
的
債
権
が
弁
済
不
能
の
場
合
に
は
、
「
未
払
の
共
益
的
債
権
は
、
倒
産
債
権
に
な
ら
っ

て
、
現
在
化
金
銭
化
し
た
う
え
（
破
五
二
条
）
、
法
令
の
定
め
る
順
序
に
か
か
わ
ら
ず
、
ま
だ
弁
済
し
な
い
債
権
を
平
等
に
弁
済
す
る
」
）
、
安
藤

一
郎
『
現
代
破
産
法
入
門
』
（
三
省
堂
、
一
九
九
四
年
）
一
九
八
頁
（
「
迅
速
な
処
理
の
た
め
」
と
の
説
明
あ
り
）
。

（
Ⅲ
）
松
下
論
文
五
四
頁
以
下
、
特
に
五
七
頁
。
松
下
論
文
前
に
同
趣
旨
の
結
論
を
述
べ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
も
の
と
し
て
、
山
本
和
彦
ほ
か
『
倒
産

法
概
説
』
（
弘
文
堂
、
平
成
一
九
年
）
八
○
頁
（
沖
野
員
巳
）
が
あ
り
、
松
下
論
文
後
に
お
い
て
、
こ
れ
に
賛
成
す
る
も
の
と
し
て
、
竹
下
守

夫
・
編
集
代
表
一
大
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
破
産
法
』
（
青
林
書
院
、
二
○
○
七
年
）
五
八
七
頁
（
上
原
敏
夫
）
が
あ
る
。

（
皿
）
ド
イ
ツ
法
は
こ
の
立
場
の
よ
う
で
あ
る
。
ぐ
ぬ
一
．
三
目
。
言
９
穴
○
日
目
ｇ
目
》
言
い
○
一
ぐ
の
ロ
Ｎ
ｏ
ａ
自
侭
・
国
“
且
］
》
の
．
届
９
（
両
。
三
・
］
Ｓ
呂
顎
、
）
．

（
皿
）
オ
ー
ス
ト
リ
ア
破
産
法
一
一
一
条
一
一
一
項
は
、
こ
の
趣
旨
を
規
定
し
て
い
る
。
く
い
一
．
〆
○
口
の
。
昌
障
の
。
言
ケ
の
風
》
尿
○
日
目
目
目
目
Ｑ
２
言
い
○
一
ぐ
８
国
‐

ぬ
①
の
⑦
厨
２
（
三
目
国
》
巴
弓
）
宛
旦
ｚ
『
・
い
ち
｛
｛
・
目
裕
』
．

危
）
旧
法
時
代
か
ら
こ
の
よ
う
に
解
さ
れ
て
い
る
。
井
上
・
前
掲
（
注
７
）
一
八
四
頁
参
照
。
履
行
の
先
後
関
係
は
、
基
本
的
に
は
契
約
に
よ
り
定

ま
る
（
別
段
の
合
意
が
な
け
れ
ば
、
売
買
契
約
な
ど
は
同
時
履
行
で
あ
り
、
請
負
契
約
に
あ
っ
て
は
請
負
人
が
仕
事
の
完
成
に
つ
い
て
先
履
行
義

務
を
負
う
（
物
の
引
渡
を
内
容
と
す
る
請
負
契
約
に
つ
い
て
民
法
六
三
三
条
本
文
参
照
）
）
・

面
）
破
産
手
続
開
始
前
の
原
因
に
基
づ
い
て
生
じ
た
租
税
等
の
請
求
権
（
本
税
）
が
財
団
債
権
で
あ
る
場
合
に
、
そ
れ
が
破
産
手
続
開
始
後
に
た
だ

ち
に
弁
済
さ
れ
な
い
こ
と
に
よ
る
延
滞
税
等
は
一
四
八
条
一
項
四
号
の
規
定
に
よ
り
財
団
債
権
に
な
る
こ
と
に
つ
い
て
、
小
川
・
前
掲
（
注
１
）

一
九
五
頁
、
伊
藤
境
川
松
下
淳
一
Ⅲ
山
本
和
彦
・
編
『
新
破
産
法
の
基
本
構
造
と
実
務
』
（
ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊
、
一
一
○
○
七
年
）
三
三
一
一
頁
以
下

参
照
。

破
産
法
一
四
八
条
三
項
に
つ
い
て

一
五
（
七
七
七
）

茜
）
栗
田
・
前
掲
（
注
２
）
四
六
頁
注
９
参
照
。

（
略
）
栗
田
・
前
掲
（
注
２
）
三
二
頁
以
下
参
照
。


